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伊佐市農業委員会第４回総会議事録 

 

１．開催日時  平成２５年７月１９日（金）午前８時５５分から１０時１７分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

３．出席委員  （２１人） 

    会  長      ２１番  

    会長職務代理者   ２０番 

    委  員   １番  ２番  ３番  ４番 

５番  ６番  ７番  ８番 

９番 １０番 １１番 １２番 

１３番 １４番 １５番 １６番 

１７番 １８番 １９番      

     

４．欠席委員  （０人） 

    欠 席 者   な し  

           

５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

           ３番委員  ４番委員 

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

     議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

     議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

     議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第６号「非農地証明願」について  

 

６．農業委員会事務局職員 

      事務局長  農地振興係長   農地振興係書記 
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事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

開始時間 午前８時５５分 

 

おはようございます。只今より、平成２５年度第４回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                 

おはようございます。 

本日は、全員出席です。 

本日の議事録署名委員を、お願いいたします。 

３番委員と４番委員に、お願いをいたします。 

 

ただいまより総会始めます。 

事務局より諸般の報告１番の報告を求めます。 

 

事務局より報告いたします。 

「農地法第１８条第６項の規定よる通知」につきまして、農業経営

基盤強化促進法による利用権の合意解約について報告いたします。 

資料の１ページであります、農業経営基盤強化促進法による利用権

の合意解約が３件ありましたのでご報告いたします。 

 

１番について報告が終りました。 

委員の皆さん質問はありませんか 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第 1 号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決

定について議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第 1 号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決

定についてご説明いたします。 

４ページをお開きください。 

期間は、２年９カ月から１０年３カ月で、面積の合計は、田１４，

８０３㎡、畑８，２１３㎡、合計２３，０１６㎡です。 
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事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ ６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用権設定をする者の数６人、設定を受ける者の数６人です。 

土地の明細書等につきましては、２ページから３ページの整理番号

１番から７番の通りです。 

皆様のご審議方よろしくお願いします。 

 

只今事務局の説明が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第 1 号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

 

整理番号1番について、担当委員の報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１番について、去る７月１６日に受入れ人立ち会いのもと現

地調査を行ないましたので、１６番が報告いたします。 

申請人、ＴＹさんは、伊佐市大口下殿に居住され自治会は須原で、

年齢は６７歳です。 

渡し人、ＯＲさんは、和歌山県田辺市龍神村殿原に居住され、年齢

は７９歳です。 

所在地は、伊佐市大口大島字火ノ島で、地目は畑、地積は３８５㎡、

売買であります。 

受け人の経営面積は１３，５０２㎡で、取得可能面積であります。 
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１ ６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業従事者は２名で、通作距離は１ｋｍで、現況は草が生えない為

にビニールで被ってあります農地であります。 

Ｔさんは、経営意欲はあり農機具はトラクター・コンバイン。田植

え機等良く完備されておりました。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、１６番委員の調査報告のとおり、許可する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、許可が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号２番について、去る７月１３日に、申請人ＭＹさん立会いも

と現地調査いたしましたので、３番が報告いたします。 

申請人ＭＹさんは、大口下殿に居住にされ自治会は下殿で、年齢は

６０歳であります。 

渡し人、ＭＹさんは大口小木原で、山野境目自治会、８０歳であり

ます。 

申請地は２筆で、大口鳥巣屋ノ前で、畑、１，０８１㎡と同じ字の、

田、３００㎡でありますが、２筆とも何も耕作していない畑です。 

相手方の要望により売買されるものであります。 

現地は、文化会館より北側、約５００ｍ位の鳥巣下神社のすぐ北側

で四方に住宅地に囲まれた土地であります。 
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３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

２ ０ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請け人の経営面積は、３０，１６４㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、耕作意欲は有り、農機具等は完備されており

ます。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

２０番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号３番について、去る７月１６日に現地調査いたしましたので、

２０番が報告いたします。 

申請人ＴＳさん、熊本県天草市河浦町河浦に居住にされ、年齢は８

２歳であります。 

請け人、ＴＫさん、伊佐市大口牛尾に居住にされ、年齢は５５歳で、

自治会は牛尾であります。 

申請地は、大口牛尾字玉田、地目は田で、面積は１，８０６㎡で、

叔父さんからの所有権移転贈与であります。 

請け人の耕作面積は、７，３６１㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名であります。 

通作距離は、自宅から東へ５００Ｍぐらい行った所で、現況はよく

管理された水田であります。農機具等は完備されております。 



 6

２ ０ 番 委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

２０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号３番について、２０番委員の調査報告のとおり、許可する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号４番について、去る７月１６日に現地調査いたしましたので、

６番が報告いたします。 

申請人ＭＹさん、伊佐市大口元町に居住にされ、自治会は上元町で、

年齢は３６歳であります。 

渡し人、ＭＭさんは伊佐市大口平出水に居住にされ、自治会は平出

水中央で、年齢は６５歳であります。 

申請地は、伊佐市大口平出水字山ノ口、他２筆で、地目は田で、地

積は３筆合計の７，５３９㎡であり、父より贈与であります。 

請け人は渡し人の長女の婿であり現在まで渡し人が、トマトのハウ

ス栽培農家であるため、よく手伝いをしているとの事であり、今回水

田３筆の水稲作付けの、７，５３９㎡を、父親より贈与されるもので

あり取得可能面積であります。 

農業従事者は４名で、通作距離は、自宅は大口の方にあるわけです

が８キロ位ですが、農機具はすべて、渡し人のお父さんの物を借り受

けて使用していると言う事です。お父さんの自宅より５００ｍ位であ
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６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ ７ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、経営意欲はあります。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号４番について、６番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

１７番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のう

ち、整理番号５番について、去る７月１６日に現地調査を行ないまし

たので１７番が報告をいたします。 

申請人、ＦＹさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自治会は重留西

で、年齢は６４歳です。 

譲渡人、ＫＳさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自治会は重留東

で、年齢は７４歳です。 

申請地は伊佐市菱刈重留字池之原、地目は畑、地積は７４９㎡と菱

刈重留字池之原、地目は田、地積は８６１㎡の２筆贈与であります。 

受け人の経営面積は６，０４２㎡で取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅の周りであります。 

経営意欲はあり、農機具等も完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 
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１ ７ 番 委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として全部事項証明書・字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終

わります。  

 

１７番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について、１７番委員の調査報告のとおり、許可する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の報告を求めます。 

１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号６番を１番が報告いたします。 

調査日は７月１３日です。 

立会い人は、受け人の父親、ＹＨさんです。 

申請人、受け人、住所、伊佐市菱刈前目、氏名ＹＴ、年齢２９歳、

職業農業、自治会は山田です。 

渡人、ＹＭさん４７歳、自営業、住所、鹿屋市串良町上小原です。 

申請地は、菱刈川北字中原、地目は畑です。面積は１，０４３㎡で

す、田は、菱刈川北字池田、他２筆です、合計３，８２３㎡です。 

請け人の経営面積は４１，３７７㎡で、取得可能面積であります。 

請け人の農業従事者は４名です。 

法律関係は売買です。 

申請地の位置は、徳辺信号を東へ国道５６８号線を、２キロ位ＪＡ

プロパンセンターを、東に約１キロ山田公民館を東に３００ｍ位の所

です、良く管理された水田２，７８０㎡です。 

通作距離は１０分ぐらいです。 

川北平沢津方面に林道を３００ｍ位の所の高台の畑です。 
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１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和牛５０頭を飼育されていますのでイタリアンを植えられるそうで

す、今までもこの畑はＹさんが、管理されています。 

請け人のＹさんは、相手方の要望、規模拡大と言うことです。 

農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図、その他必要書類は全て揃っ

ております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

１番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の報告を求めます。 

１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号７番を１番が報告いたします。 

調査日は７月１３日です。 

請け人のＨＭさん６９歳農業及び養鶏業をされております。 

住所、伊佐市菱刈前目、自治会は山田です。 

渡人は、ＹＭさん４７歳、自営業です、住所、鹿屋市串良町上小原

です。 

申請地は、菱刈川北字宮之元、他１筆で、面積は９６８㎡地目田で

す。畑面積１，４９６㎡、合計２，４６４㎡です。 

請け人に経営面積は１２，２８３㎡で、取得可能面積であります。 
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１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

請け人の農業従事者は２名、法律関係は売買です。 

申請地の位置は、徳辺信号を東へ、国道５６８号線を、南２キロ位

ＪＡプロパンセンターを、東に約１キロひまわり館というところを西

北に２５０ｍ位の所です、良く管理された水田です。 

通作距離は５分ぐらいです。畑は高台にあり、耕してありました。 

農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図、その他必要書類は全て揃っ

ております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

１番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番について、担当委員の報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のう

ち、整理番号８番について、去る７月１１日に申請人ＭＨさん立ち会

いのもと現地調査を行ないましたので３番が報告をいたします。 

申請人、ＭＨさんは、伊佐市大口原田に居住され、自治会は永尾で、

年齢は８１歳であります。 

譲渡人、ＴＦさんは、伊佐市大口原田に居住され、年齢は６６歳で

す。自治会は同じ永尾自治会であります。 

申請地は２筆で、大口原田字西原で、地目は畑、面積は１，００９
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３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

㎡と９２６㎡であります。 

永尾集落と西原集落との間で、伊佐農林高校の東側約５００ｍに位

置し、東側市山川、西側農道、南及び北側水田であります。 

相手方の要望により売買されるものであります。 

申請人の自宅から約１キロ位で通作可能であります。 

請け人に経営面積は８，７５５㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、経営意欲はあり、農機具等も完備されており

ます。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終

わります。  

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定しました。 

 

整理番号９番について、担当委員の報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号９番について、去る７月１５日に行政書士Ｏさん立ち会いの

もと現地調査を行ないましたので５番が報告をいたします。 

譲受人ＫＴさんは、伊佐市大口上町に居住され、自治会は上八坂中

央で、年齢は６１歳であります。 

譲渡人ＮＥさんは、伊佐市大口宮人に居住され、自治会は大住で、

年齢は５４歳であります 
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５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ６ 番 委 員 

 

議 長 

 

１ ６ 番 委 員 

 

 

５ 番 委 員 

 

１ ６ 番 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

申請地は、大口下殿字湯ノ谷で、地目は畑、地積は４，２０２㎡で、

所有権移転は売買であります。 

県境は、管理の行き届いた畑で、ＫＴさんが耕作しております。 

申請地の位置は、湯ノ谷自治会館前にありますメガ・ソーラー施設

の隣接地で、南と東側が山、北側が畑、西側がメガ・ソーラー施設で

あります。 

農業従事者は２人で、通作距離は自宅から７，８分であります。 

請け人の経営面積は、１０，１０７㎡で取得可能な面積であります。 

請け人は、経営規模拡大と言う申請理由であり、耕作意欲はあり、

農機具等は完備しております。 

以上のような理由により、当申請は、農地法第３条２項の各号に該

当しないものと思われますので、許可相当と思われます。 

添付資料としまして、全部事項証明書、位置図、委任状が添付され

ております。 

委員皆様方のご審議方をお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

はい 

 

１６番委員 

 

ＫＴさんは製氷業ですよね、経営規模の拡大ということで、農業を

されるのですかね。 

 

現在農業をされております。田んぼも作っておられます。 

 

製氷業だけだと思っていました、すいません。 

 

他に、ご意見・質問はございませんか。農業はちゃんとされている

そうです。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ ２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は許可が決定しました。 

 

整理番号１０番について、担当委員の報告を求めます。 

３番委員 

 

整理番号１０番については、現地調査に行きましたら、今回は譲り

受け人の都合で、保留してくださいとの事で今回保留お願いします。 

 

今３番委員の報告とおり整理番号１０番について今回は保留という

ことでよろしいですか。 

委員の皆さん、今回は保留ということでよろしいですか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、申請件数１０件について、９件が許可され１件の保留がなりしま

した。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号１番について、担当委員

の報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外申出の意見決

定について整理番号１番を、去る７月１５日立ち会い予定のＵＫさん

は入院のため１番・１２番・１４番委員で、共同調査を行ないました

ので１２番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈前目に住いのＵＩさん７８歳で、自治会は下

名であります。 

申請地は、菱刈前目字楢木原、面積６０４㎡であります。 
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１ ２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ １ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地は、掘りきり峠より西へ３００ｍ下名集落より北へ３００ｍの

高台にあります。 

現地の東側は山林で近隣農地は荒廃し高齢により耕作継続は不可能

な常態で今後山林にしたいと今回農業振興地域整備計画の一部除外を

申請したものであります。 

以上のような理由により３委員で協議した結果、承認せざるおえな

いと判断しました。 

添付資料としまして、農業振興地域変更申請書、農用地利用計画変

更申出書、全部事項証明書、字図、位置図、現地写真が提出されてい

ます。 

委員皆様のご審議方宜しくお願い致します。 

 

１２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１２番委員の報告のとおり、意見の決定する事に賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は意見が決定しました。 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

１１番委員 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外申出の意見決

定についてのうち、整理番号２番について１１番が調査の結果を、報

告いたします。 

去る１６日申請人、ＡＫ氏の姉さんＳＫさん立会いのもと５番委員、

私で共同調査を致しました。 

申請人は、埼玉県東松山市殿山町にお住まいのＡＫさん６３歳であ

ります。 

申請地は、伊佐市大口宮人字千鳥山で、地籍は畑、面積は、３２６

㎡であります。 

申請地の位置は、三宝保全の産業処分場より崎山方向に約３００ｍ
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１ １ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

位行った道路の右側で、北と東側は宅地、南と西側は畑となっており

ます。 

除外目的は倉庫及び駐車場であります。 

隣接地が申請人の姉Ｓさん夫婦の住居で、８年ほど前に倉庫及び駐

車場を建設し現在使用中であります。 

今回の申請は平成２２年に父親が死亡相続のために、所有権移転を

した際に農地であることに気づき、農業委員会において地目変更を行

なうよう指導されたが、その際農振地域であることがわかり農振地除

外を行なうものであります。 

当申請は具体的な転用計画があり、除外目的に通常必要とされる面

積から見ても妥当と思われます。 

また、農用地の外周部とは２辺が接してますが、二辺共自分の土地

であり農用地の集団化、農作業の効率化への影響、担い手の利用集積

に支障を及ぼす恐れ、農用地等保全施設の機能に影響を及ぼす恐れ等

はありません。 

以上のような状況を２人で協議しましたが、除外がやむをえない妥

当であると判断いたしました。 

添付資料としまして、全部事項証明書、位置図、字図、農用地利用

計画変更申出書、行政書士への委任状等が提出されています。 

委員皆様のご審議方宜しくお願い致します、報告を終わります。 

 

１１番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の報告のとおり、意見の決定する事に賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は意見が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

２０番委員 
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２ ０ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外申出の意見決

定について、整理番号３番について２０番が調査の結果を報告いたし

ます。 

去る７月１６日、８番委員と１３番委員、私20番と立会人としてＹ

Ｈさんの代理人ＴＭさん立会いで調査を致しました。 

申請者は、ＹＨさん８２歳で、伊佐市大口木ノ氏に居住されていま

す。 

申請地の所在地は、伊佐市大口大田字ツツジ山、地目は畑で、面積

が３７９㎡であります。 

申請地の所在地は、木崎原台地にある出木場ブロック工場から南へ

１００ｍ位行ったところであります。 

変更目的は、南側に５０年以上の山林と暴風林として植林された木

と平行に細長い土地で、本人も８２歳と高齢で後継者、担い手もおら

ず農地として維持管理することが出来ないため山林として土地の利用

を図りたいとのことであります。 

また、添付資料として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明

書等が添付されています。 

３人で協議した結果、除外がやむをえない妥当であると判断いたし

ましたが、委員皆様のご審議方宜しくお願い致します。 

以上で報告を終ります。 

 

２０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２０番委員の報告のとおり、意見の決定する事に賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は意見が決定しました。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外申出の意見決

定について、申請件数３件について、意見の決定３件が決定しました 
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議 長 

 

 

 

 

１ ６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について去る７月１６

日、１１番委員、Ｋさん、申請者の娘婿立会いのもと、共同調査を行

ないましたので１６が報告いたします。 

行政書士のＴ氏も立会っております。 

申請人ＩＭさんは、伊佐市大口下殿に居住され年齢は９１歳で、自

治会は駅前であります。 

申請地の所在地は、大口下殿字竹下で、地目は畑、地積は３６２㎡

あります。 

農地区分は第２種農地その他の農地となっております。 

転用目的は、一般主宅となっておりますが、２０数年前夫が自宅を

建設したが、そのさい申請を行なわなかったため今回農地法第４条の

規定による許可申請を行なうため始末書が添付されております。 

申請地の北、東、南は宅地で、西が畑であります。 

添付書類として、全部事項証明書、委任状、始末書、誓約書等が、

等が添付されておいます。 

調査の結果この申請については、２名の意見においてはやむおえな

いものと判断しましたが、委員皆様方の審議方をよろしくお願いしま

て、報告を終わります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

２ ０ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請件数１件については、意見の決

定並びに許可及び諮問１件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について整理番号１番について、担当委員の報

告を求めます。 

２０番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定につい、整理番号１番につきまして、去る７月

１６日に請け人のＩＫさん代理の行政書士ＴＲさん立ち会いのもと６

番委員、９番委員、私２０番で、調査いたしましたので２０番が報告

いたします。 

請け人は、伊佐市大口元町に居住されている、ＩＫさん６５歳で、

自治会は東元町自治会であります。 

渡人は、伊佐市大口里に居住されている、ＡＨさん７６歳で、自治

会は西戸切であります。 

本申請は、所有権移転の売買で取得するものであります。 

転用目的は、請け人の実家が牛尾で実家の庭が狭くこの土地が実家

の自宅前で、庭、倉庫、駐車場として利用したということであります。 

申請地の所在地は、大口牛尾字豆漬、地目は畑で、面積は５６８㎡

で細長い土地であります。 

所在地は、牛尾郵便局から、大口電子方向へ３００ｍ位いった左側

であります。 

南側道路、東側道路、北側本人の宅地、西側竹山であり周囲にあた

える影響はないと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、固定資産証明書、

配置図、残高証明書、被害防除計画書、委任状が提出されております。 

調査の結果３人で協議した結果適切であると判断いたしましたが、
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２ ０ 番 委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

２０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

２番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番につきまして、２番が

調査の結果を報告いたします。 

去る７月１６日、１８番委員と２１番委員と私２番委員で、共同調

査をいたしました。 

立会い人として、申請人であるＴＩ氏、行政書士のＴＲ氏が出席し

ております。 

請け人は、伊佐市大口鳥巣にお住まいのＴＩさん７２歳で、自治会

は松木原であります。 

譲渡人は、伊佐市大口田代にお住まいのＳＳさん６９歳で、自治会

は崎山であります。 

本申請は、所有権移転の売買となっており転用目的は、庭園として

利用となっております。 

申請地の所在地は、大口鳥巣字松木原で、地目は田、地積は１７１

㎡であります。 

農地区分は第２種農地その他の農地となっております。 

申請地の所在地は、伊佐市文化会館から西へ１キロ位に位置してお

り東側は宅地入口をはさんで田、西側は公衆用道路、南側は公衆用道

路、北側は請け人の宅地であり周囲にあたえる影響はないと思います。 
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２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

現況は水が一切無い田んぼですが、農地が斜めになっており請け人

の宅地に隣接しているため総会資料にあるとおりどう見ても宅地の一

部しか見えない状況であります。 

請け人自宅には見物人が多く訪れるため今までの管理は請け人がし

てきたと言うことです。 

なお今回の申請で、芝桜などを植えてよりいそう皆さんを喜ばせた

いと言うことでありました。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、字図、事業計画書、被害

防除計画書、被害防除に関する誓約書、委任状等が提出されておりま

す。 

調査の結果、この申請については、３人の調査委員の意見において、

適切であると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしく

お願いします。 

 

２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号３番につきまして、去る７月

１６日に、１１番委員、事務局のＫさん私の３人と行政書士Ｋさんの

奥さん立会いのもと、共同調査をいたしましたので、５番報告をいた

します。 

請け人は、ＴＫさん、伊佐市大口下殿に居住され年齢は８０歳で、

自治会は駅前であります。 
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５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

渡し人、ＫＤさんは、伊佐市大口堂崎に居住され年齢は７６歳で、

自治会は駅前です。 

申請地は、大口堂崎字池ノ頭、地目は田、地積は１９６㎡で、現況

は畑で道路より１ｍ高いところにあり、現在ＴＫさんが耕作しており

ます。 

本申請は、贈与による所有権移転で、転用目的は畑への進入道路と、

農耕車両等の駐車場となっております。 

申請地の位置は、羽月駅前にあります、福祉施設よりあい処いろり

の近くにあり、北と西側が畑、南と東側が道路で、周囲にあたえる影

響はないと思われます。 

農地区分は、２種農地その他の農地となっております。 

隣接地につきましては、被害防除計画書に記載してある処置をとる

ため支障はないと思われます。 

資金調達につきましは、自己資金で問題はないものと思われます。 

添付書類としまして、全部事項証明書、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、事業計画書、委任状、位置図等が、添付されており

ます。 

委員皆様方のご審議方をお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号４番につきまして、去る７
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６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

月１６日、３番委員、９番委員、それに私６番委員３名で共同調査を

いたしましたので、６番委員が報告をいたします。 

譲受人は、伊佐市大口上町にお住まいのＵＫさん自治会は上町で、

年齢は３２歳です。 

譲渡人、伊佐市大口上町にお住まいのＴＳさん、年齢は５７歳。 

本申請は、所有権移転の売買で取得するものであります。 

転用目的は、宅地とし一般住宅１棟１３６，３２㎡を建設するもの

であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口里字羽祢田島、地目田、地積は３０

８㎡であります。 

農地区分は第２種農地その他の農地となっております。 

申請地の所在地は、大口ふれあいセンターより山野方向へ５００ｍ

位の所に信号機があり大口高校の裏門に通じる道路がありますが、ふ

れあい道路より５０ｍの所にあります、南側市道、東側宅地、北側宅

地、西側宅地、周囲にあたえる影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、平面図、

事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理

確約書、資金証明書、土地改良意見書等が提出されております。 

以上のような、調査の結果、この申請については、３人の調査委員

の意見において、適切であると判断いたしましたが、委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

１６番委員。 
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１ ６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号５番について、去る７月１６

日に、１１番委員、行政書士のＴさん、それに事務局よりＫさんで、

共同調査をいたしましたので、１６番が報告をいたします。 

譲受人は、ＩＴさんは、伊佐市大口里に居住され降ります。 

譲渡人、ＩＭさんは伊佐市大口下殿に居住され、自治会は駅前であ

ります。 

この申請は、所有権移転で贈与です、転用目的は一般住宅を建設す

るものです。 

申請地の所在地は、伊佐市大口下殿字竹下で、地目は田、地積は４

７７㎡で、農地区分は第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地は、駅前簡易郵便局から西へ１５０ｍに位置し、南と西側は

畑、東と北側は宅地なっております。 

生活雑排水については、合併浄化層を設置し用水路に流しますとの

ことで、周囲にあたえる影響はないと思われます 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図、平面図、被害防

除計画書、被害防除に関する制約書、住宅ローン審査結果通知書、委

任状等が提出されております。   

２人の調査委員の意見において、適切であると判断いたしましたが、

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号６番、７番については、譲渡人、譲受人共に同一人ですの

で、一括して担当委員の報告を求めます。 
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議 長 

 

１ ５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

１５番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号６番、７番につきましては今

あるました通り関連がありますので一括して調査報告をいたします。 

去る１５日に、１４番、１９番そして私１５番、立会人として譲渡

人のＨＨさん、さらに近所の友達だということでＮさんという方も来

られまして、共同調査をいたしました。 

譲受人は、菱刈南浦にお住まいのＨＨさん会社員３４歳。 

譲渡人は、伊佐市大口金波田にお住まいのＨＨさん、自治会は金波

田上で、６３歳あります。 

ＨさんとＨさんは親子の関係でございます 

所在地地番ですが、整理番号６番、７番隣接している所でありまし

て、大口下殿字吹田で、目的は一般住宅ならびにその住宅に通ずる通

路を作りたいということでの申請でありまして、地目は畑、法律関係

転用目的は、所有権移転で贈与でございます。 

農地区分は第２種農地でその他の農地となっております。 

場所でございますが、大口から羽月に向かう旧道沿いＪＲ旧羽月駅

跡より旧道を大口方面に５００ｍ位行った左側の道路沿いにございま

して、転用目的は先ほどもうしました通り一般住宅を建設するもので

１０１，０８㎡約３０坪の住宅を建設する計画であります。 

周囲の状況でありますが、東側は道路、西側は畑、南、北側は住宅

でございして、許可するにあたりましては、３人で協議の結果とくべ

つ問題がないのではと判断いたしました。 

添付書類として、汚廃水処理確約書、被害防除に関する制約書、事

業計画書、融資証明の写し、位置図、字図、全部事項証明書等が、添

付されております。  

以上、調査の結果を報告いたします。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

１５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定することに賛成の
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番、７番は、意見並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請７件のうち許可及び諮問７件が

決定しました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号 非農地証明願について、提案します。 

整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

９番委員。 

 

議案第６号 非農地証明願のうち整理番号１番について、去る７月

１６日、事務局、２番委員さん、６番委員さん、私９番委員の４名で

共同調査を行いましたので、９番委員が報告いたします。 

申請人は、大阪府岸和田市池尻町にお住まいの、ＵＴさんです。 

申請地は、大口大田字後迫、地目は畑、面積は８５０㎡です。 

申請地の位置としましては、大口大田のナフコより北へ木崎方向に

約１キロ車で３，４分位の所に位置しております。 

周囲の状況は、周りは全て山林となっており、非農地となった時期

及び理由としまして、昭和４４年にお兄さんが死亡され、その後畑を

耕すことなく今に至っているとの事です。 

全体が山林となっており、農地性は喪失していて農地の復旧は困難

であると、４人で調査判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図等が添付されております。  

委員皆様方のご審議方をお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、９番委員の報告のとおり、非農地として証

明することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定しました。 

 

議案第６号 非農地証明願は、１件申請のうち証明許可１件が決定

しました。 

 

その他 事務局お願いします。 

 

月例報告です。最後のページになります。 

７月分の月例報告です１６日を中心に現地調査をやって頂きまし

た。 

本日１９日が第４回目の農業委員会の総会でございます。 

２６日が７月の県の定例常任会議員会議でございます。 

８月の行事予定ですが、１５日までお盆ということですが、１６日

に現地調査をお願いします。 

２０日が第５回目の農業委員会の総会になります。 

２６日月曜日が８月の定例常任会議員会議になります。 

以上です 

 

この暑い日が毎日続いておりますけど、利用状況調査等に一生懸命

回ってもらっておりますが、日射病にならないようによろしくお願い

します。 

利用状況調査については、事務局で地図を見やすいのを準備去れて

いるようですので、判らない所は事務局に聞いて相談してください。 

皆さん一生懸命やって行きましょう。毎日暑いから大変だと思いま

すが、よろしくお願いします。 

 

これで、平成２５年度第４回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前１０時１７分 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会      長   会会会会            長長長長 

         

 

伊佐市農業委員   ３３３３番委員番委員番委員番委員 

         

 

伊佐市農業委員   ４４４４番委員番委員番委員番委員 

         

 

 


